
 

 
                 

 令和５年度 第２回 

 市有地売却 

  一般競争入札実施要領 

（郵便型入札） 
 

 

入札に参加される方は、この実施要領の内容を十分ご確認のうえ、お申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

●入札参加申込期間 

  令和５年１１月１日（水）～令和５年１１月３０日（木）午後５時まで 

         

●入札期間 

令和５年１２月１日（金）～令和５年１２月１１日（月）午後５時３０分ま

で（必着） 
      

●開札日時 

令和５年１２月１２日（火）午後２時００分より別館３階小会議室 

   令和５年１２月１２日（火）午後２時２０分より別館３階小会議室 
    

 

 

交 野 市 

 

財産管理室 
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市有地売却（郵便型一般競争入札）の流れ 

▼ 

入札必要書類等の送付 

入札参加申込受付後に、本市から入札に必要な次の書類を郵送します。 
（１）入札参加申込書兼誓約書（写し） 
（２）入札書 
（３）入札保証金納入通知書 
（４）入札保証金還付請求書兼口座振込依頼書 

（５）入札書提出用封筒 

（６）入札関係書類送付用封筒 

▼ 

入札保証金の納付 

入札保証金は、入札書の提出日までに入札しようとする価格の１００分の５以上の金額を「入札保証 

金納入通知書」により、交野市指定金融機関又は収納代理金融機関で納付してください。 

▼ 

入 札 

入札期間 令和５年１２月１日（金）～令和５年１２月１１日（月）午後５時３０分まで（必着） 

上記の入札期間中に、下記の入札書類を郵送（簡易書留）してください。（持参可） 

送 付 先 

〒５７６－８５０１ 交野市私部１丁目１番１号 交野市役所 財務課 行  

※直接持参の場合は、交野市役所本館２階財務課（７番窓口）までお越しください。
[受付時間：午前９時～１２時、午後１時～５時３０分まで、土・日・祝日は受付できません。] 

入札書類 

（１）入札書（入札書提出用封筒に封入すること） 

（２）入札保証金還付請求書兼口座振込依頼書 

（３）入札保証金領収証書（コピー） （（２）の裏面に貼付すること） 

▼ 

入札参加申込みの受付 

申込期間等 

令和５年１１月１日（水）午前９時から～令和５年１１月３０日（木）午後５時まで 

上記の参加申込期間中に、物件ごとのインターネットフォーム（５ページに記載の
URL）より申請してください。 

※インターネットによる手続きで申込みが完了するため、紙書類の提出は不要です。 

インターネットの専用フォームを用いた申請方式の運用開始に伴って、紙の郵送また

は持参による申請、受付を原則廃止とします。 

※電話等での受領確認は行いません。 

申込書類 

（１）入札参加申込書兼誓約書（様式第１号） 

（２）＜個人の場合＞住民票抄本・印鑑登録証明書・身分証明書（本籍地の市区町村
で発行する証明書） 各１通 

＜法人の場合＞登記事項証明書（現在事項全部証明書）・印鑑証明書各１通 
（３）委任状（様式第２号、代理人による入札及び契約を希望する場合のみ） 

※（１）（３）の様式は、本市ホームページよりダウンロードしてください。 
※（２）は発行後３か月以内のもので、共有名義の場合は共有者全員のもの 

※入札参加申込書に使用した印鑑と同一の印鑑を、入札書及び契約書に使用してく
ださい。 
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開 札 

開札日時 令和５年１２月１２日（木） 午後２時００分より順次開札 

開札場所 交野市役所 別館３階 小会議室 

 

落札者の決定・

立会い 

有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が、最低売却価格以上 

で、かつ、最高の価格をもって入札した者を落札者とします。同価の入札をした者 

が２者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。 

入札者等関係者は、２名まで立会い可能です。（立会いは任意です。） 

▼ 

契約必要書類等の送付 

落札者決定後に、本市から契約に必要な次の書類を郵送します。 
（１）市有財産売却決定通知書 
（２）契約書 
（３）契約保証金納入通知書 
（４）契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書 

▼ 

契約保証金の納付・契約の締結 

契約締結期限 
令和５年１２月２７日（水）までに、署名・押印した契約書及び契約保証金領収証 

書（納付済み原本）を提出していただきます。 

契約保証金 

契約締結の際には、契約保証金（売買代金の１０％以上）が必要です。契約保証 

金は、契約締結時までに、本市から送付する「契約保証金納入通知書」により、 

交野市指定金融機関又は交野市収納代理金融機関で納付していただきます。 

ただし、既納の入札保証金を契約保証金の一部に充当することができます。 

なお、契約締結時に売買代金の全額を納付する場合は、契約保証金は不要で 

す。 

▼ 

売買代金の納付 

代金納付期限 

令和６年１月３１日（水）までに、売買代金と契約保証金との差額を本市より送付 

する納入通知書により、交野市指定金融機関又は交野市収納代理金融機関で 

納付していただきます。 

▼ 

所有権の移転登記 

所有権は、売買代金等完納と同時に買主に移転します。登記手続きは本市が行いますので、登記 

に必要な書類を提出していただきます。なお、諸費用（登録免許税等）は買主の負担となります。 

所有権移転登記完了後、物件の引渡しを行います。 



3 

市有地売却（郵便型一般競争入札）実施要領 

 

１．売却物件 

  

売却物件一覧表 

物件番号 物件所在地 
地目 

(登記) 

面積 

（登記） 

予定価格 

（最低売却価格） 

B－1 交野市星田山手４丁目２２４７番

３７５ 

宅地 １６５．０９㎡ 
１６，５８１，４００円 

B－2 交野市大字星田５０９２番４ 

交野市大字星田５０９２番９ 

交野市南星台５丁目５１１１番５２ 

山林 

山林 

山林 

１３６㎡ 

９．６７㎡ 

１．０７㎡ 

計１４６．７４㎡ 

 

 

 

４，３０２，１００円 

 

※売却物件の詳細については、物件調書等をご覧ください。なお、物件調書は、入札参加希望 

者が物件の概要や現地を確認するための参考資料です。 

 

※現地説明会は行いませんので、必ず入札参加希望者ご自身で、現地等の調査確認を行って 

ください。現地の確認の際は、周辺住民の方の迷惑にならないよう配慮してください。（現地には 

駐車場はありません。） 

 

※本要領１１ページの「１４．その他の注意事項」も必ずお読みください。 

 

 

 

２．用途制限 

 

 次の各号の用途に供する土地利用は禁止します。 

 

（１） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第 

１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類す 

る業の用途に供する土地利用 

（２） 交野市風俗営業等に係る特定建築物の建築等の規制に関する条例（昭和６３年条例第１５ 

号）に規定する特定建築物の営業を目的とした土地利用 

（３） 騒音、振動、臭気その他周辺環境に支障を及ぼす土地利用 

（４） その他暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第 

２号に規定する暴力団及びその構成員あるいは無差別大量殺人行為を行った団体の規制 

に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５条第１項の定めによる観察処分を受けた団体及 

びその団体の役員又は構成員の活動のために利用される等の公序良俗に反する土地利用 
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３．入札参加者の資格 

 

入札には、個人、法人を問わず参加できますが、次の各号に該当する方は参加することができ

ません。 

（１） 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

（２） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後３年を経過しない者及びそ 

の者を代理人、支配人その他使用人又は入札代理人として使用する者 

① 本市との契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若し 

くは数量に関して不正の行為をした者 

② 本市が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な 

価格の成立を妨害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

③ 落札者が本市と契約を締結すること又は本市との契約者が契約を履行することを妨げた者 

④ 地方自治法第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の実施にあたり、職員の職務 

の執行を妨げた者 

⑤ 正当な理由なく本市との契約を履行しなかった者 

⑥ 前記①から⑤のいずれかに該当する者でその事実があった後３年を経過しない者を本市 

との契約の締結又は契約の履行にあたり代理人、支配人その他使用人として使用した者 

（３） 次のいずれかに該当する者 

① 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員、支配人及び支店 

又は営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団

員（以下「暴力団員」という。）であると認められる者。 

② 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団を言う。以下同じ。）又は暴力団員

がその経営に実質的に関与していると認められる者 

③ 役員等が自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者 

④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接 

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者 

⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる 

 者 

（４） 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５条 

第１項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員となっている 

者 

（５） 前記（２）から（４）に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者 

（６） 当該物件を前記（３）又は（４）に該当する者のために利用させる等公序良俗に反する用途 

に供しようとする者 
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４．入札参加申込・受付 

 

 この入札に参加するには、事前に申込みが必要です。受付期間内に、申請フォームから申込

みをしてください。 

 

申込期間等 

令和５年１１月１日（水）午前９時～令和５年１１月３０日（木）午後５時まで 

上記の参加申込期間中に、以下の物件ごとのインターネットフォームより申請してくだ
さい。 

申請後の受付状況については、以下の物件ごとのインターネットフォームより確認す
ることができます。 

※インターネットによる手続きで申込みが完了するため、紙書類の提出は不要です。 

インターネットの専用フォームを用いた申請方式の運用開始に伴って、紙の郵送また

は持参による申請、受付を原則廃止とします。 

※電話等での受領確認は行いません。 

 

物件番号 物件所在地 申請・受付確認フォーム 

B-1 

交野市星田山

手４丁目２２４７

番３７５ 

申請 https://logoform.jp/form/gwvT/396133 

確認 
https://logoform.jp/status/inquiry/A-

IicAE2xKMQbGS2zEm6NCXTI23vyx2n8ggvNMHZ518 

B-2 

交野市大字星

田 5092番 4、

大字星田

5092番 9、   

南星台 5丁目

5111番 52 

申請 https://logoform.jp/form/gwvT/396138 

確認 

https://logoform.jp/status/inquiry/A-

IicAE2xKMQbGS2zEm6NNS4dduEIb0vfKaoqiiXw0c 

   

申込書類 

（１）入札参加申込書兼誓約書（様式第１号） 

（２）＜個人の場合＞住民票抄本・印鑑登録証明書・身分証明書（本籍地の市区町 

村で発行する証明書） 各１通 

＜法人の場合＞登記事項証明書（現在事項全部証明書）・印鑑証明書 各１通 

（３）委任状（様式第２号、代理人の場合） １通 

※（１）（３）の様式は、本市ホームページよりダウンロードしてください。 

※（２）はいずれも発行後３か月以内のもので、共有名義の場合は共有者全員のも 

の 

※入札参加申込書に使用した印鑑と同一の印鑑を、入札書及び契約書に使用して 

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

https://logoform.jp/form/gwvT/396133
https://logoform.jp/status/inquiry/A-IicAE2xKMQbGS2zEm6NCXTI23vyx2n8ggvNMHZ518
https://logoform.jp/status/inquiry/A-IicAE2xKMQbGS2zEm6NCXTI23vyx2n8ggvNMHZ518
https://logoform.jp/form/gwvT/396138
https://logoform.jp/status/inquiry/A-IicAE2xKMQbGS2zEm6NNS4dduEIb0vfKaoqiiXw0c
https://logoform.jp/status/inquiry/A-IicAE2xKMQbGS2zEm6NNS4dduEIb0vfKaoqiiXw0c
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５．入札必要書類の送付 

 

 入札参加申込受付後に、本市から入札に必要な次の書類を郵送します。 

 

（１） 入札参加申込書兼誓約書（写し） 

（２） 入札書 

（３） 入札保証金納入通知書 

（４） 入札保証金還付請求書兼口座振込依頼書 

（５） 入札書提出用封筒 

（６） 入札関係書類送付用封筒  
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６．入札保証金の納付 

 

 入札に参加するには、事前に入札保証金を納めていただくことが必要です。 

（１） 入札保証金額 

入札しようとする価格の１００分の５以上の金額 

（２） 納付方法 

入札参加申込受付後、本市から送付する「入札保証金納入通知書」により、入札保証金を交 

野市指定金融機関又は交野市収納代理金融機関（１２ページに記載の金融機関）で納付し 

てください。 

（３） 入札保証金の還付 

落札者以外の方が納付した入札保証金は、「入札保証金還付請求書兼口座振込依頼書」に 

記載された金融機関の口座へ振込により返還します。なお、返還には開札後４週間程度要し 

ますのでご了承ください。また、入札保証金には利息は付きません。 

（４） 入札保証金の充当・帰属 

落札者が納付した入札保証金は、全額を契約保証金の一部に充当できます。ただし、落札 

者が期限までに落札物件の売買契約を締結しないときは、入札保証金は本市に帰属します。 

 

 

 

７．入札の方法 

 

 入札は郵送方式により受け付けます。（持参可） 

 

入 札 期 間 

令和５年１２月１日（金）～令和５年１２月１１日（月）午後５時３０分まで（必着） 

※この期間内に入札書等の必要書類を必ず簡易書留により送付先に郵送してくだ 

さい。（持参可） 

※この期間内に入札書等の必要書類が到達しない場合、入札は無効となりますの 

で、余裕を持って郵送してください。 

送  付  先 

〒５７６－８５０１ 

交野市私部１丁目１番１号 交野市役所 財務課 行 

※直接持参の場合は、交野市役所本館２階財務課（７番窓口）に提出してください。

[受付時間：午前９時～１２時、午後１時～５時３０分まで、土・日・祝日は受付できません。] 

提 出 書 類 

（１）入札書（入札書提出用封筒に入れ、封緘し、封印してください。） 

（２）入札保証金還付請求書兼口座振込依頼書（入札関係書類送付用封筒に入れ 

封をしてください。） 

※入札書に使用する印鑑は、入札参加申込書に使用した印鑑と同一の印鑑を使 

用してください。（代理人が入札する場合は、委任状に押印した印鑑と同一の印鑑 

を使用してください。） 

※一度郵送（提出）した入札書の書換え、引換え、撤回をすることはできません。 
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 【提出書類の作成要領】 

 

（１） 入札書 

① 入札書に入札金額及び必要事項を記入し、印鑑登録印を押印してください。 

ア 入札書の記入には、黒の万年筆又はボールペンを使用し記入してください。 

イ 金額の記入には、アラビア数字（０、１、２、３・・・・・・）の字体を使用し、最初の数字の前 

に必ず「￥」を記入してください。  

ウ 物件番号欄及び物件所在地欄には、本要領３ページ「売却物件」に記載の物件番号 

及び物件所在地を記入してください。 

エ 入札者本人が入札を行う場合は、入札者本人の住所・氏名（法人の場合は法人の所 

在・法人名及び代表者名）を記入し、印鑑登録印を押印してください。また、共有名義 

で入札を行う場合は、入札参加申込み時に定めた代表者の住所・氏名（法人の場合は 

前記同様）を記入し、印鑑登録印で押印してください。 

オ 代理人の方が入札を行う場合は、入札者本人の住所・氏名及び代理人の住所・氏名 

を記入し、代理人の印を押印してください。（入札者本人の押印は不要です。） 

② 入札書提出用封筒に必要事項を記入のうえ、入札書のみを入れて封（のりづけ）をして、 

印鑑登録印で割印をしてください。 

 

（２） 入札保証金還付請求書兼口座振込依頼書 

① 入札保証金還付請求書兼口座振込依頼書に必要事項を記入し、印鑑登録印を押印し 

てください。 

② 入札保証金の還付用口座は、必ず入札者本人名義の金融機関口座を記入してください。 

なお、共有名義で申込みをした場合は、代表者の口座を記入してください。 

③ 入札保証金の還付用口座は、通帳等を確認のうえ正確に記入してください。記入に誤り 

がある場合は、返還に日数を要することとなります。 

④ 裏面に入札保証金の「領収証書」（金融機関の領収印があるもの）をコピーし、原本の大

きさに切って貼り付けてください。 

⑤ 入札関係書類送付用封筒に必要事項を記入のうえ、入札保証金還付請求書兼口座振 

込依頼書のみを入れて封（のりづけ）をしてください。 
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８．開 札 

 

開札日時 令和５年１２月１２日（火） 午後２時００分より順次開札 

開札場所 交野市役所 別館３階 小会議室 

 

（１） 開札の立会い等 

立会いは任意です。入札者等関係者は、２名まで立会いが可能です。なお、開札会場への 

入場には、入札参加申込書受付書が必要となりますので、必ずご持参ください。また、入札 

者が開札に立ち会わないときは、この入札事務に関係しない本市の職員が立ち会います。 

（２） 落札者の決定方法 

開札の結果、入札者のうち本市が定めた最低売却価格以上で、かつ最高価格の入札をした 

者を落札者とします。最高価格の入札者が複数あるときは、ただちに当該入札者にくじを引 

かせて落札者を決定します。ただし、入札者がくじを引かないときは、この入札事務に関係し 

ない本市の職員に代理でくじを引かせて落札者を決定します。 

（３） 開札結果 

開札場所では、落札者の氏名（法人名）及び落札金額を発表します。 

開札結果については、その内容（落札金額及び落札者（「個人」又は「法人」の表記のみ）） 

を本市のホームページ上で公表します。 

 ※落札者には、開札終了後、契約手続き等について説明をします。 

 

 

 

９．入札の無効 

 

 次の各号に該当する入札は無効とします。 

   （１） 入札参加資格のない者の入札 

   （２） 委任状を提出していない代理人の入札 

   （３） 同一物件につき同一の名をもってした２通以上の入札（代理人によるものも含む） 

   （４） 一人で他の代理人も兼ねた者の入札又は一人で二以上の代理人となった者の入札 

   （５） 入札保証金を納付していない者の入札 

   （６） 入札保証金が規定の金額に満たない者の入札 

   （７） 本市から交付された入札書以外の入札書による入札 

   （８） 黒の万年筆又はボールペン以外の筆記具を使用して記入した入札 

   （９） 入札金額をアラビア数字（算用数字）以外の字体を使用して記入した入札 

(10） 入札金額及び文字を訂正した入札書による入札（訂正印の押印があっても無効となります。） 

(11） 入札書の記載事項が不明な入札、又は入札書に記名もしくは押印のない入札 

(12） 入札事項の一部又は全部が記入されていない入札 

(13） 最低売却価格に達しない金額を記入した入札 

(14） 期限までに入札書が指定場所に到達しなかった者の入札 

(15） 前各号に掲げるほか、特に指定した事項に違反した入札 
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10．契約の手続き 

 

（１） 落札者が決定した後、落札者には、「売却決定通知書」、「不動産売買契約書」、「契約保証 

金納入通知書」等の契約関係書類を本市から送付します。 

（２） 落札者には、令和５年１２月２７日（水）までに不動産売買契約を締結していただきます。 

（３） 落札者が期限までに契約を締結しない場合は、落札者の資格を取り消し、落札者が納付し 

た入札保証金は本市に帰属します。 

※売買契約は申込者名義で行います。 

※売買契約書に貼付する収入印紙は、落札者の負担となります。 

※契約書に使用する印鑑は、入札参加申込書に使用した印鑑と同一の印鑑を使用してくださ 

い。 

 

 

 

11．契約保証金の納付 

 

売買契約の締結にあたっては、契約保証金を納付していただくことが必要です。 

ただし、契約締結時に売買代金の全額を納付する場合は契約保証金は不要です。 

なお、契約保証金には利息は付きません。 

 

（１） 契約保証金額 

契約金額の１００分の１０以上の金額 

（２） 納付方法 

落札者決定後、本市から送付する「契約保証金納入通知書」により、契約保証金を交野市 

指定金融機関又は交野市収納代理金融機関（１２ページに記載の金融機関）で納付してくだ 

さい。 

（３） 入札保証金の充当 

落札者が納付した入札保証金は、「契約保証金充当依頼書兼売買代金充当依頼書」を提出 

することで契約保証金の一部に充当することができます。その場合、契約保証金残額（契約 

保証金と入札保証金の差額）を納付していただきます。 

 

 

 

12．売買代金の納付方法等 

 

（１） 落札者は、売買代金を令和６年１月３１日（水）までに本市から送付する「売買代金納入通 

知書」により交野市指定金融機関又は交野市収納代理金融機関（１２ページに記載の金融 

機関）で納付していただきます。 

（２） 落札者が納付した契約保証金は、「契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書」を提 

出することで売買代金の一部に充当することができます。その場合、落札者には、売買代金 

残額（売買代金と契約保証金との差額）を納付していただきます。 

（３） 落札者が、期限までに売買代金の全額を納付しないときは、既納の契約保証金は本市に 

帰属します。 
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13．所有権の移転等 

 

（１） 売買代金が完納されたときに本市から落札者に所有権が移転し、現状での引渡しがあった 

ものとします。 

（２） 所有権移転登記の手続きは、売買代金完納後に本市が行います。 

（３） 所有権移転登記に係る収入印紙、登録免許税その他契約の締結及び履行に関して必要な 

費用は、全て落札者の負担とします。 

 ※所有権移転登記は、売買契約書、入札書及び入札参加申込書兼誓約書に記入された名義 

で行います。 

 

 

 

14．その他の注意事項 

 

（１） 売却物件の現地説明会は行わず、売却物件は、すべて現状での売買及び引渡しとなりま 

す。 

（２） 売却物件の入札及び売買契約における面積は、登記簿の面積によるものとし、実測面積 

と違いが生じても売買代金の精算は行いません。 

（３） 売却物件の物件調書の記載事項と現状とに差異が生じた場合には現状が優先します。 

（４） 売却物件は、すべて現状有姿での引渡しとなります。物件内の工作物（フェンス、擁壁、給 

排水施設、舗装、車止めなど）及び樹木などの撤去及び処分等が必要な場合は、買主（落札 

者）の負担で行ってください。 

（５） 売却物件の埋設物調査、地盤調査及び土壌調査は行っていません。ゴミやガラ及び埋設 

物などの撤去及び処分等が必要な場合は、買主（落札者）の負担で行ってください。地盤及 

び土壌に関して工事等が必要な場合も同様です。 

（６） 売却物件に越境物がある場合についても、現状のままでの引き渡しになります。市は越境 

物等に関する隣接土地所有者等との協議は行いませんので買主（落札者）において対応し 

てください。契約後に越境関係が判明した場合も同様です。 

（７） 隣接地との境界標は、原則としてコンクリート杭、金属標、金属鋲、プラスチック杭等により設 

置されていますが、現状のままでの引渡しになります。境界標の補修や打ち直しは行いませ 

ん。 

（８） 売却物件の土地利用にあたっては、都市計画法、建築基準法等の各種法令及び本市の関 

係条例を遵守する必要がありますので、事前に関係機関に確認を行ってください。 

（９） 入札の公正、競争性を確保するため、入札参加者の状況等の問い合わせについては、一 

切お答えできません。 
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区    分 金融機関名（順不同） 

指定金融機関 
 りそな銀行   

 関西みらい銀行 

収納代理金融機関 

 三菱ＵＦＪ銀行  

 京都銀行 

 みずほ銀行 

 池田泉州銀行 

 大同信用組合 

 成協信用組合 

 のぞみ信用組合 

 枚方信用金庫 

 京都信用金庫 

 大阪信用金庫 

 近畿労働金庫 

 北河内農業協同組合 

 

※ゆうちょ銀行・郵便局では納付できません。ご注意ください。 

交野市指定金融機関及び交野市収納代理金融機関一覧表 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札参加申込書等の様式 

 



 
  様式第１号 

【本書は開札に立ち会われる場合、入場の際に必要ですのでご持参ください。】 
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市有地売却（一般競争入札） 

入札参加申込書 兼 誓約書 
 

 交野市長 あて  

                                    令和   年   月   日 

                                                                                                            

 交野市が実施する市有地売却につき、下記の事項を誓約のうえ、必要書類を添えて入札 

参加を申し込みます。 

 

                                 記 

受  付  印 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
1 私は、「令和５年度第２回市有地売却一般競争入札（郵便型入札）実施要領」に記載する「入札に参加するこ

とができない者」 の各項目のいずれにも該当するものではありません。なお、市が必要な場合には、警察に照会

することについて承諾します。 

2 私は、「令和５年度第２回市有地売却一般競争入札（郵便型入札）実施要領」に記載する本件入札の実施方 

法及び物件に関する情報並びに現地の状況等をすべて承諾し、これについて一切の責を交野市に要求しません。

以上 
 

入 札 申 込 者 

住      所 
（所  在  地） 

（〒    －       ） 

  

                                                                   

（フ リ ガ ナ） 

氏      名 
（法人名および代表者名） 

                                                                           

㊞  
                                                                                    

（印鑑登録印） 

電 話 番 号  

※共有名義で申し込む場合は、共有者を代表して入札手続きを行う者を決め、申込者欄にその代表者の住所・

氏名等を記入・押印してください。他の共有者については、裏面の共有者欄に記入・押印してください。 
 

入 札 物 件 
物件番号 物  件  所  在  地   

B－   交野市      丁目    番    

※入札参加を申し込む入札物件について、実施要領３ページに記載の売却物件一覧表を参照して記入してください。

（この申込書は申込み物件ごとに作成してください。） 
  

書類の送付先 

住   所  

氏   名  

電話番号  

※入札書類等の送付先が申込者欄と異なる場合のみ記入してください。 
                                                                                                         

備考 

① この申込書は、必要書類を添付して、令和５年１１月３０日（木）午後 5 時までに申請フォームにて提出してください。 

② 申込後の名義変更、申込物件の変更、申込みの取り下げは一切できません。 

③ 代理人が入札申込等を行う場合は、委任状を添付してください。 

 
 

交野市使用欄 
整理番号 書類到達日 保証金入金日 入札結果 返還処理日 

     

 



 
                                

【本書は開札に立ち会われる場合、入場の際に必要ですのでご持参ください。】 
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別 紙 （※共有名義で申し込む場合に記入してください。） 

 
     【共 有 者】 

 

住    所 

（所 在 地） 

（〒    －        ） 

 

 

（フ リ ガ ナ）  

氏    名                                                 印 

（法人名および代表者名） （印鑑登録印） 

住    所 

（所 在 地） 

（〒    －        ） 

 

 

（フ リ ガ ナ）  

氏    名                                                 印 

（法人名および代表者名） （印鑑登録印） 

住    所 

（所 在 地） 

（〒    －        ） 

 

 

（フ リ ガ ナ）  

氏    名                                                 印 

（法人名および代表者名） （印鑑登録印） 
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様式第２号 

委 任 状 
 

令和   年   月   日 

 

 交 野 市 長 あて 

   

   私は、令和５年度第２回市有地売却一般競争入札（郵便型入札）に参加するにあたり、 

  下記のとおり代理人に権限を委任します。 
 

 

                 

入札申込者  

 （委任者） 

住      所 
（所   在   地） 

 

（〒    －       ） 

 

 

 
氏      名 

（法人名および代表者名） 

                         

                               ㊞ 
                                           （印鑑登録印） 

 

    

                       
 

記 

 

１ 委任する権限 

 

    令和５年度第２回市有地売却一般競争入札（郵便型入札）に関する一切の権限 

 

２ 代理人（受任者）  

                                  

住    所 
（所   在   地） 

（〒     －       ）  
代理人使用印 

  

  

（フ リ ガ ナ） 

氏    名 
（法人名および代表者名） 

 

 

 生年月日         年     月     日生 

 

 
※ 入札申込者の印は、印鑑登録されている印を押印してください。 

※ 共有名義で申し込む場合は、代表者について委任者欄に記入・押印し、代表者を除く共有者については、 

裏面の共有者欄に記入・押印してください。 

※ 代理人氏名にはフリガナを記入してください。 

※ 代理人が個人の場合は、生年月日も記入してください。 

※ 代理人使用印の枠内に、代理人が使用する印鑑を押印してください。（認印可） 

代理人は、入札において、必ずその印鑑を使用してください。 
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別 紙 （※共有名義で申し込む場合に記入してください。） 
 
     【共 有 者】 
 

住    所 

（所 在 地） 

（〒      －           ） 

 

 

（フ リ ガ ナ）  

氏    名                                               印 

（法人名および代表者名）                                                                                                                   

（印鑑登録印） 

住    所 

（所 在 地） 

（〒      －           ） 

 

 

（フ リ ガ ナ）  

氏    名                                               印 

（法人名および代表者名）                                                                                                                   

（印鑑登録印） 

住    所 

（所 在 地） 

（〒      －           ） 

 

 

（フ リ ガ ナ）  

氏    名                                               印 

（法人名および代表者名）                                                                                                                   

（印鑑登録印） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



記入例 

  様式第１号 

【本書は開札に立ち会われる場合、入場の際に必要ですのでご持参ください。】 
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市有地売却（一般競争入札） 

入札参加申込書 兼 誓約書 
 

 交野市長 あて  

                                    令和   年   月   日 

                                                                                                            

 交野市が実施する市有地売却につき、下記の事項を誓約のうえ、必要書類を添えて入札 

参加を申し込みます。 

 

                                 記 

受  付  印 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
1 私は、「令和５年度第２回市有地売却一般競争入札（郵便型入札）実施要領」に記載する「入札に参加するこ

とができない者」 の各項目のいずれにも該当するものではありません。なお、市が必要な場合には、警察に照会

することについて承諾します。 

2 私は、「令和５年度第２回市有地売却一般競争入札（郵便型入札）実施要領」に記載する本件入札の実施方 

法及び物件に関する情報並びに現地の状況等をすべて承諾し、これについて一切の責を交野市に要求しません。

以上 
 

入 札 申 込 者 

住      所 
（所  在  地） 

（〒○○○－○○○○）  

 交野市○○町○丁目○○番○○号 
 

（フ リ ガ ナ） 

氏      名 
（法人名および代表者名） 

  カタノ   タロウ 

  交野 太郎                                           ㊞       

 
                                                 （印鑑登録印） 

電 話 番 号  ０００－９９９－１２３４ 

※共有名義で申し込む場合は、共有者を代表して入札手続きを行う者を決め、申込者欄にその代表者の住所・

氏名等を記入・押印してください。他の共有者については、裏面の共有者欄に記入・押印してください。 
 

入 札 物 件 
物件番号 物  件  所  在  地   

B－１  交野市星田山手４丁目２２４７番３７５ 

※入札参加を申し込む入札物件について、実施要領３ページに記載の売却物件一覧表を参照して記入してください。

（この申込書は申込み物件ごとに作成してください。） 
  

書類の送付先 

住   所  

氏   名  

電話番号  

※入札書類等の送付先が申込者欄と異なる場合のみ記入してください。 
                                                                                                         

備考 

① この申込書は、必要書類を添付して、令和５年１１月３０日（木）午後 5 時までに申請フォームにて提出してください。 

② 申込後の名義変更、申込物件の変更、申込みの取り下げは一切できません。 

③ 代理人が入札申込等を行う場合は、委任状を添付してください。 

 
 

交野市使用欄 
整理番号 書類到達日 保証金入金日 入札結果 返還処理日 

     

 

 下記のとおり印鑑登録証明書（印鑑証明書）のとおり記入してください。 

 【個人の場合】                                                         
 〒○○○－○○○○                           

 交野市○○町○丁目○○番○○号         【共有名義の場合】     
 カタノ    タロウ                                      

 交野 太郎            印鑑登録印        共有名義の代表者を左記のとおり記入・ 

 ０００－９９９－１２３４                   押印してください。他の共有者について 

  【法人の場合】                    は、この用紙の裏面に記入・押印して 

 〒○○○－○○○○                                  ください。 

 交野市○○○○町○丁目○番○号 
   カブシキカイシャ カタノフドウサン 

 株式会社 かたの不動産 
               カタノ   ジロウ 

 代表取締役 交野 次郎   印鑑登録印 

  ○○○－○○○－○○○○  



記入例 

様式第２号 
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委 任 状 
 

令和   年   月   日 

 

 

 交 野 市 長 あて 

   

   私は、令和５年度第２回市有地売却一般競争入札（郵便型入札）に参加するにあたり、 

  下記のとおり代理人に権限を委任します。 
 

 

                 

入札申込者  

 （委任者） 

住      所 
（所   在   地） 

 

（〒０００－００００） 

交野市○○町○丁目○○番○○号 

 

 
氏      名 

（法人名および代表者名） 

                         

交野  太郎                       ㊞ 
                                           （印鑑登録印） 

 

    

  

 

                      
 

１ 委任する権限 

 

    令和５年度第２回市有地売却一般競争入札に関する一切の権限 

 

２ 代理人（受任者） 

                                  

住    所 
（所   在   地） 

（〒０００－００００）  
代理人使用印 

交野市○○町○丁目○番○号  

  

 

（フ リ ガ ナ） 

氏    名 
 

カタノ   サブロウ 

交野  三郎 

 生年月日   昭和 ４６ 年 １１ 月  ３ 日生 

 
※ 入札申込者の印は、印鑑登録されている印を押印してください。 

※ 共有名義で申し込む場合は、代表者について委任者欄に記入・押印し、代表者を除く共有者については、 

裏面の共有者欄に記入・押印してください。 

※ 代理人氏名にはフリガナを記入してください。 

※ 代理人が個人の場合は、生年月日も記入してください。 

※ 代理人使用印の枠内に、代理人が使用する印鑑を押印してください。（認印可） 

代理人は、入札において、必ずその印鑑を使用してください。 

 

入札参加申込書兼誓約書のとおりに 

   記入してください 

 〒０００－００００                             

 交野市○○町○丁目○番○号       
  ｶﾀﾉ  ｻﾌﾞﾛｳ                        

  交野 三郎                    

 昭和４６年１１月３日生                             

 
 ※住所は住民登録上の住所としてください。 

 

認印可 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産売買契約書（案） 
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不  動  産  売  買  契  約  書  (案 ) 

 

 売主  交野市（以下「甲」という。）と買主  【落札者の氏名】        （以

下「乙」という。）は、次の条項により市有財産である土地の売買契約を締結する。  

  

（信義誠実の義務）  

第１条  甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければらない。  

 （売買物件）  

第２条  甲は、その所有する次に表示する土地（以下「本件土地」という。）を乙  

 に売り渡し、乙は、これを買い受ける（以下「本件契約」という。）。  

  

 

所    在  

 

地  番  

 

地  目  

 

地  積（公簿）  

交野市〇〇〇丁目  〇〇〇番〇  〇〇     〇〇〇㎡  

 

（売買代金）  

第３条  売買代金は、金   【落札金額】         円とする。  

 （公簿売買による代金の不清算）  

第４条  本件土地の売買は公簿面積によるものとし、甲及び乙は、本件土地の公

簿面積と実測面積の間に差異があっても互いに異議を述べず、また売買代金の増

減を請求しないものとする。  

 (境界）  

第５条  甲は、本件土地の新たな境界明示、境界立会い、測量、地積更正登記は

実施しないものとする。  

２  乙は、自己の責任と費用負担にて境界に係る問題をすべて処理し、乙は、甲  

 に対して損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの請求、異議、苦情を申し  

 立てないものとする。  

 （契約保証金）  

第６条  契約保証金は、第１９条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈

しないものとする。  

２  甲は、乙の申出がある場合は、第１項の契約保証金を売買代金の一部に充て  

 ることができる。  

３  甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、第１６条の定めにより、  

 本件契約を解除し、契約保証金を甲に帰属させることができる。  

 （売買代金の納付）  
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第７条  乙は、売買代金を令和６年１月３１日（水）までに、甲の交付する納入通

知書により甲の指定する金融機関に納付しなければならない。  

２  前条第２項により契約保証金を売買代金の一部に充当したときは、売買代金

から前条に定める契約保証金を除いた金額を売買代金として乙に納付させるこ

とができる。  

 （所有権の移転及び登記）  

第８条  本件土地の所有権は、乙が売買代金の全額を納付したときに乙に移転す

る。  

２  甲は、前項の規定により本件土地の所有権を移転する際には、所有権移転の    

登記を嘱託するものとし、乙はこれに必要な書類及び登録免許税相当額の収入

印紙又は法務局の指定した収納機関の領収証書を甲に提出するものとする。   

 （売買物件の引渡し）  

第９条  甲は、前条第２項の規定により本件土地の所有権移転の登記完了後、現

状有姿のまま、乙に引渡したものとする。  

 （危険負担）  

第１０条  本件契約締結後、本件土地が甲の責めに帰することができない理由に

より滅失又は毀損した場合は、その損失は乙の負担とする。  

 （遅延損害金）  

第１１条  乙は、第７条に定める売買代金を甲が定める支払期限までに支払わなか

ったときは、その期限の翌日から支払った日までの日数に応じ遅延損害金として

売買代金に対し１００分の５に相当する金額を甲の交付する納入通知書により、

甲に支払わなければならない。ただし、１年に満たない期間の遅延損害金は、１

年を３６５日として日割計算した額とする。  

 （公租公課の負担）  

第１２条  所有権移転後は、本件土地に係る租税その他の公租公課については、  

 すべて乙が負担するものとする。  

（契約不適合責任）  

第１３条  乙は、本件土地に契約の不適合（数量の不足、地中障害物、埋蔵物など）

があったとしても、履行の追完、売買代金の減額若しくは損害賠償の請求、又は

本件契約の解除をすることができない。ただし、乙が消費者契約法（平成１２年

法律第６１号）第２条第１項に規定する消費者に該当する場合は、本契約書第９

条に定める引き渡しの日から２年間は、この限りでない。   

（用途の禁止）  

第１４条  乙は、本件土地を次の各号の用途に供してはならない。  

（１）  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第  

   １２２号）第２条第１項に規定する風俗営業又は同条第５項に規定する性  
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     風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供する土地利用  

（２）  交野市風俗営業等に係る特定建築物の建築等の規制に関する条例（昭和６

３年条例第１５号）に規定する特定建築物の営業を目的とした土地利用  

（３）  騒音、振動、臭気その他周辺環境に支障を及ぼす土地利用  

（４）  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第  

  ７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に定める暴力団及び  

  その構成員あるいは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（  

  平成１１年法律第１４７号）第５条第１項の定めによる観察処分を受けた団  

  体及びその団体の役員又は構成員の活動のために利用される等の公序良俗に  

  反する土地利用  

２  乙は、本件土地の所有権を第三者に移転する場合には、前項に定める用途の

禁止を書面によって継承させるものとし、当該第三者に対して同項に定める用

途に使用をさせてはならない。本件土地について第三者に対して抵当権、質権、

先取特権及び賃借権等の権利を設定する場合も、同様とする。  

 （違約金）  

第１５条  乙は、前条に定める義務に違反したときは、売買代金の１００分の３０  

 に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。  

２  乙は、次条の規定により本件契約が解除されたときは、売買代金の１００分の  

 １０に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。   

３  前２項の違約金は第１９条に定める損害賠償の予定又は一部と解釈しない。  

 （契約の解除）  

第１６条  甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの事前催告なく、

本件契約を直ちに解除することができる。  

（１）乙が、本件契約に定める義務を履行しないとき。  

（２）乙又は乙の役員等が、暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員及び交

野市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団密接関係者であると認めら

れるとき。  

（３）前２号の場合のほか、本件契約に違反し、その違反によって本件契約の目的

を達することができないと認められるとき。  

 （売買代金の返還）  

第１７条  甲は、前条の規定により本件契約を解除したときは、乙が支払った売買  

 代金を乙に返還するものとする。  

２  売買代金を返還するときは、利息を付さないものとする。  

３  第１項の場合、乙に対する第１５条第１項及び同条第２項に定める違約金の請

求を妨げない。  

（原状回復の義務）  
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第１８条  乙は、甲が第１６条の規定により本件契約を解除したときは、自己の  

 負担において、本件土地を原状に回復し、甲の指定する期日までに、甲の立会

いのもとに検査を受け、返還しなければならない。ただし、甲が原状を回復す

る必要がないと認めたときは、現状のまま返還することができる。  

２  甲は、前項の規定により乙が本件土地を原状に回復して返還しないときは、  

 乙に代わって原状に回復することができるものとし、乙はその費用を負担しな

ければならない。   

３  乙は本件土地の明渡しに際し、立退料・移転料その他名目の如何を問わず何ら

の金銭請求も行わないものとする。  

４  乙は、本件土地の明渡しを遅滞したときは、第１項で甲が指定する期日から明

渡し完了まで、その期間に応じ、本件土地使用料相当額の損害金を甲に支払わな

ければならない。  

 （損害賠償）  

第１９条  乙は、本件契約に定める義務を履行しないため、甲に損害を与えたと  

 きは、その損害を賠償しなければならない。  

 （返還金の相殺）  

第２０条  甲は、第１７条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、  

乙が第１５条第１項及び第２項又は第１８条第２項若しくは前条の規定により

甲に支払うべき金額があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺す

るものとする。  

 （契約の費用）  

第２１条  本件契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負  

 担とする。  

 （管轄裁判所）  

第２２条  本件契約に関する一切の紛争は、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第

一審の専属的合意管轄裁判所とする。  

（疑義等の決定）  

第２３条  本件契約に定めのない事項又は本件契約の解釈に関し疑義のあるとき

は、甲乙協議のうえ決定するものとする。  
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本件契約の成立を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各  

自１通を所持する。  

 

 

令和   年   月   日  

 

 

甲    交野市私部１丁目１番１号  

交野市長   山  本   景  

 

 

                 乙    【落札者の住所】  

                     【落札者の氏名】  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物件案内 

 



 

物 件 調 書 
 

物件番号 所在地番 地目（登記） 地積（登記） 最低売却価格 

B－１ 交野市星田山手４丁目２２４７番３７５ 宅地  165.09 ㎡ １６，５８１，４００円 
 

住 所 検 索 交野市星田山手４丁目１３番付近 

法

令

に

基

づ 

く 

制

限 

都市計

画法等 

区    域 市街化区域 用途地域 第一種低層住居専用地域 

建ぺい率 ４０％ 容 積 率 ８０％ 

防火・準防火

地域 

－ 

※建築基準法第22条 

高度地区 第１種高度地区 

前面道路の状況 
南側：市道星田山手線（幅員約８．５０ｍ） （第４２条第１項第１号） 

西側：市道星田山手２７号線（幅員約４．９０ｍ） （第４２条第１項第１号） 

供給処理施

設の状況 

種   類 配管等の状況 照会先の事業所等 

電   気 
南側および西側前面道路に電柱

あり 

関西電力送配電株式会社 

ガ   ス 
南側および西側前面道路に配管

あり 

大阪ガスネットワーク株式会社 

水   道 

南側及び西側道路に配水管（φ

100mm、φ50mm）あり 

当該物件に給水管及び量水器 

（φ20mm）の設置記録あり。 

交野市水道局工務課            tel 072-891-0016 

下水道(汚水) 
南側および西側道路に配管（φ

250mm）あり 

交野市都市整備部下水道課     tel 072-892-0121 

下水道(雨水) 
南側および西側道路に配管（φ

300mm）あり 

交野市都市整備部道路河川課    tel 072-892-0121 

交 通 機 関 
鉄   道 ＪＲ西日本 

学研都市線「星田」駅より     約 1.3ｋｍ 

学研都市線「寝屋川公園」駅より 約 1.0ｋｍ 

バ   ス 京阪バス バス停留所「星田山手」より     約 140ｍ 

公共施設等 

官庁等 交野市役所 物件の北東   約 3.9ｋｍ 

小学校 市立旭小学校 物件の北東   約 1.0ｋｍ 

中学校 市立第三中学校 物件の北東     約 700ｍ 

留 意 事 項 

・物件の引き渡しは現状のままとします。（扉、フェンス等の構造物を含む。） 

・地下埋設物・地盤・土壌等の調査は実施していません。 

・北側隣接地（2247 番 374）との筆界については、筆界特定手続により特定されています。（令和 2 年 3 月 26

日付、手続番号：令和元年第 86 号）なお、この筆界に係る境界点（点 H1、H2）については境界標識を設置し

ていません。（ただし各点から南東方向の境界線上 50 ㎝の位置に控え鋲あり） 

・筆界特定の結果等に基づき、令和 5 年 6 月 12 日付で地積更正登記を行っています。 

・外壁後退１．５ｍあり。［本市都市まちづくり課：072-892-0121㈹内線 520・212］ 

・星田山手地区地区計画区域内（敷地面積の最低限度１６０㎡、高さの最高限度８．５ｍ等制限あり）［本市都

市まちづくり課：072-892-0121㈹内線 520・212］ 

・新たに公共汚水桝を設置し、公共下水道に接続する場合は、接続協議を行ってください。[本市下水道課：

072-892-0121㈹内線 504・506] 

・物件の土地利用にあたっては、雨水排水の方法について関係課と協議してください。［本市道路河川課：

072-892-0121㈹内線 261・263］ 

 

 

２４ 
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航空写真

３

２
５

１

星田山手４丁目２２４７番３７５

物件の表示 星田山手４丁目２２４７番３７５ 宅地 １６５．０９㎡

最低処分価格 １６，５８１，４００円（鑑定費用含む）

３

２ ５

４

４

１
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物 件 調 書 
 

物件番号 所在地番 地目（登記） 地積（登記） 最低売却価格 

B－２ 

交野市大字星田５０９２番４ 

交野市大字星田５０９２番９ 

交野市南星台５丁目５１１１番５２ 

山林 

山林 

山林 

136 ㎡ 

9.67 ㎡ 

1.07 ㎡ 

－ 

計 146.74 ㎡ ４，３０２，１００円 

 

住 所 検 索 交野市南星台５丁目６番付近 

法

令

に

基

づ 

く 

制

限 

都市計

画法等 

区    域 市街化区域 用途地域 第一種低層住居専用地域 

（外壁後退１．５ｍあり） 

建ぺい率 ４０％ 容 積 率 ８０％ 

防火・準防火

地域 

－ 

※建築基準法第22条 

高度地区 第１種高度地区 

前面道路の状況 
東側：市道星田５７号線（幅員約 12.4ｍ） （第４２条第１項第１号） 

北側：市道南星台１８号線（幅員約 4.2ｍ） （第４２条第１項第１号） 

供給処理施

設の状況 

種   類 配管等の状況 照会先の事業所等 

電   気 

北側道路に電柱あり 

東側道路に電柱あり 

東側道路に電柱あり 

 

関西電力送配電株式会社 

ガ   ス 北側道路に配管あり 大阪ガスネットワーク株式会社 

水   道 
北側道路に配水管（φ100mm）あ

り 

交野市水道局工務課            tel 072-891-0016 

下水道(汚水) 
北側道路に配管（φ250mm）あり 交野市都市整備部下水道課     tel 072-892-0121 

下水道(雨水) 
東側道路に配管（φ300mm）あり 

北側道路に配管（φ450mm）あり 

交野市都市整備部道路河川課    tel 072-892-0121 

交 通 機 関 
鉄   道 

京阪電車 交野線「私市駅」より        約 1.6kｍ 

ＪＲ西日本 学研都市線「星田」駅より     約 1.7kｍ 

バ   ス 京阪バス バス停留所「南星台」より     約 20m 

公共施設等 

官庁等 交野市役所 物件の北東  約 3.6ｋｍ 

小学校 市立妙見坂小学校 物件の北東   約 620ｍ 

中学校 市立第三中学校 物件の北西   約 830ｍ 

留 意 事 項 

・物件の引き渡しは現状のままとします。（扉、フェンス等の構造物を含む。） 

・地下埋設物・地盤・土壌等の調査は実施していません。 

・物件の所在地は「南星台地区地区計画（地区整備計画）区域（※地区の細区分：住宅地区）」です。 

※地区計画において敷地面積の最低限度が「150 ㎡」となっていることから、当該敷地のみでの建築はできま

せん。詳細については関係課へ確認を行ってください。［本市都市まちづくり課：072-892-0121㈹内線 520・

212］ 

・新たに公共汚水桝を設置し、公共下水道に接続する場合は、接続協議を行ってください。[本市下水道課：

072-892-0121㈹内線 504・506] 

・物件の土地利用にあたっては、雨水排水の方法について関係課と協議してください。［本市道路河川課：

072-892-0121㈹内線 261・263］ 
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松本

5092-
対象地

S9

S８

S9-1

5092-9

5111-52

航空写真

S9

S８

S９-1

5111-52

5111-35

参考図面

〇対象地

大字星田５０９２番４ 山林 １３６㎡

大字星田５０９２番９ 山林 9.67㎡

南星台５丁目５１１１番５２ 山林 1.07㎡

〇最低処分価格

４，３０２，１００円（鑑定費用含む）

２ ３

１

２

３ ８

１

４

７

６

５

star15374
タイプライターテキスト
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４

７

６

5092-4
5111-52

８

５
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  問い合わせ先 

 

  ＜手続きについて＞ 交野市 企画財政部 財務課 （内線２２１） 

  ＜物件について＞  交野市 財産管理室       （内線４７５） 

        〒５７６－８５０１ 大阪府交野市私部１丁目１番１号 交野市役所 

        電 話：０７２－８９２－０１２１（代） 

        ＦＡＸ ：０７２－８９１－５０４６ 

        ホームページ：http://www.city.katano.osaka.jp/ 

 

 

 

 

 

 


